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２丁目２８

宇美　幸太郎

〇

福岡県糟屋郡宇美町平和

１丁目１ 〇

宇美川　未来

宇美川　未来宇美　喜子

宇美　幸太郎 平和　図書　

✓

✓ ✓

✓

✓

092　932　1111　

〇

〇福岡県糟屋郡宇美町宇美１丁目３７４０

令和２　　１

宇美　幸福

平成７　　７　　　７平成４　　４　　　４

古寺　光正

福岡県糟屋郡宇美町光正寺

３丁目３番
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２丁目２８番１号

・婚姻後、夫婦で名乗る氏に✓して
　夫婦の新しい本籍を記入してください。

・選択した氏の方がすでに筆頭者の場合は、
　新本籍の記入は不要です。

福岡県糟屋郡宇美町光正寺

３丁目４５３７　　　　１１〇 〇

連絡先も必ず記入してください。

１８歳以上の方
（結婚する当事者以外）
２名の署名が必要。

押印は任意です。

・届出日現在、住民登録をしているところをそれぞれ記入。
・婚姻と同時に住民異動届（転入・転居）を提出する場合は、
　新しい住所を記入。

婚姻前の氏名を自署

同居も結婚式もしていない場合は空欄

氏名は
婚姻前（現在）
の氏名を記入。

民法の一部改正（成年年齢の引き下げ）により、
婚姻できる年齢が男女ともに１８歳（成年）となりましたので、
未成年者の婚姻はできません。

ただし、令和４年４月１日時点で１６歳以上１８歳未満
（生年月日が平成１６年４月２日から平成１８年４月１日）の女性は、
父母の同意があれば未成年者でも婚姻できます。

その場合、届書と一緒に同意書を提出していただくか、届書の「その他」
欄に父母（養父母）が「婚姻に同意する旨」を記入し、署名してください。

なお、未成年でも再婚の場合は、父母（養父母）の同意は不要です。
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長 二


